
I はじめに

1979年に国連で女性差別撤廃条約が採択され

て以降，わが国においても家庭での男性の役割

の見直しが政策的に進められてきた。そして

1991年に成立した育児休業法で，初めて男性も

含めた育児休業制度が法制化された。その後，

1997年に育児介護休業法として改正され，2009

年まで数度の改正により内容の充実が図られて

いる。その結果，図1に示したように，育児休業

制度の規定のある事業所割合は増加してきた。

2008年時点で，29人以下の事業所では約60％に

とどまるが，100人以上の事業所ではほぼ100％

規定がある。また，法制化されているものでは

ないが，出産時の父親のための休暇制度（配偶

者出産休暇制度）を導入している事業所もある。

図2に示したように，2008年時点で29人以下の事

業所では約30％しか導入していないが，500人以

上の事業所では約80％が導入している。また，

わずかではあるが導入率は増加傾向にある。

このように，男性の家庭役割を向上させる制

度は整いつつある。こうした制度充実には，女

性に偏りがちな出産・育児責任を夫婦で分かち

合うことで，女性の負担を減少させるという目

的が含まれている。図3は，予定子ども数が理想

子ども数を下回る理由に関する，49歳以下有配

偶女性の回答（複数回答）を示したものである。

2005年時点で心身の負担に耐えられないからと

する割合が20％強，夫の家事・育児への協力が

ないからとする割合が15％弱となっている。こ

れを20歳，30歳代だけに限ると，5％前後，数値

は上昇する。したがって，少なくない家庭で育

児負担が少子化の要因となっていることがわか

る。男性の育児サポートは，そうした女性の負

担を減少させることで，出生にも影響すると考
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図1 事業所規模別にみた育児休業制度の規定のある

事業所割合
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図2 事業所規模別にみた配偶者出産休暇制度のある

事業所割合



えられ，少子化対策の1つとしても有効であると

考えられる。また，実際にそうした効果がある

とすれば，男性の低い育児休業取得率を増加さ

せるための政策推進の根拠となるであろう。

さて，こうした出生に対する育児休業の効果

を調べた研究は多くあるが，現状では女性側の

制度有無・利用の効果を調べたものだけである1）。

それに対して，男性の制度利用の効果を調べた

ものはない。ただし，男性が育児に協力的であ

ると出生力が高まる可能性があることはいくつ

かの研究で示唆されている。例えば山口（2005），

藤野（2006），小葉・安岡・浦川（2009），西岡・

星（2009），水落（2010）がある。ただし，これ

らの研究では，希望出生数など出産意欲に関し

て影響があることが明らかになっているが，実

際の出生については分析されていない。

このように，男性側の出産・育児休暇の取得

の効果を調べたものは国内には見当たらないが，

国外の研究ではOl�ah（2003）がある。Ol�ahはス

ウェーデンのパネルデータを使って，父親が第1

子の出産時に育児休暇をとったかどうかが，そ

の後の実際の出生に与える影響を調べている。

分析では，育児休暇を取得した場合，その後の

出産確率が高まることが明らかになっている。

そこで本稿では，わが国において，第1子が1

歳になるまでに夫が出産・育児に関する休暇を

取得した場合，その後の出生にどのような影響

があるのかを明らかにする。

以下，IIでは分析の枠組みを提示する。IIIで

は本稿で使用するデータを紹介する。IVでは使

用する変数について説明するとともに，推定方

法について述べる。Vでは推定結果について解

説し，限界効果について言及する。VIでは，本

稿の分析結果のまとめと政策提言を行う。

II 分析の枠組み

ここでは，Becker（1965）の家計生産モデル

をベースに考える。すなわち，家計は市場財と

家計の時間投入によって生産される家計生産物

から効用を得るものとする。子どもはこの家計

生産物の1つとしてとらえられる。したがって，

子どものコストは，教育費など直接的にかかる

費用のほか，主に妻の出産・育児による非就業

のために生じる間接的な費用があると考えられ

る。

ここで，夫の休暇取得は，今後の積極的な育

児参加へのシグナルになると考えられる。した

がって，夫が休暇を取得した場合，出産後の就

業を考えている女性にとっては，労働市場への

復帰までの期間が短縮されたり，より多くの時

間，労働できる可能性が高まる。そのことによっ

て，子どものコストが減少し，出生を促進する

と考えられる。ただし，夫が休暇を取得した場

合，現時点で夫の所得が減少するほか，わが国

の雇用慣行では取得しなかった場合に比べて人

事評価が悪くなる可能性があり，将来的に所得

が減少すると家計は想定するかもしれない。こ

のように予算制約が縮小することで，出生には

負の影響があるとも考えられる。したがって，

夫の休暇取得によって，子どものコストの減少

効果が，夫の所得減少効果を上回れば，出生に

プラスの影響をもたらすと考えられる。

一方，出産後の就業を考えていない女性にとっ

ては，夫の休暇取得による子どものコスト減少

効果はない。夫の所得減少効果があるだけであ

る。したがって，夫が休暇を取得することで予

算制約が縮小し，出生に負の影響を及ぼす可能

性がある。ただし，図3で見たように，低出生率

の要因として，妻側の負担感の高さがあった。
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図3 予定子ども数が理想子ども数を下回る理由



夫の休暇取得によって，こうした負担感が緩和

されれば，出生への正の影響として観察される

とも考えられる。もちろん，こうした負担感緩

和効果は，出産後の就業を考えている女性に対

しても同様に及ぶと想定される。

したがって，女性が出産後に就業を考えてい

ない家計で，夫の休暇取得が出生に正の影響を

与えることが分かった場合，それは育児負担感

軽減の効果が大きく出たことになる。一方，女

性が出産後に就業を考えている家計では，子ど

ものコスト減少の効果と育児負担感緩和の効果

の合計が，夫の所得減の効果を上回れば，出生

に正に影響することが観察されると考えられる。

III データ

本稿では，公益財団法人家計経済研究所が

2008年6月に実施した「現代核家族調査2008」の

個票を用いる。この調査は首都30km圏内（東京

駅から半径30km県内の市区町村）在住の，妻が

35～49歳の核家族世帯を対象としており，同一

世帯の妻，夫，その子ども1人からそれぞれ回答

を得ている2）。

本稿では，このデータから妻と夫の回答がと

もに得られている世帯について分析する。ただ

し，育児休業法の施行は1992年からであるため，

その前後で男性の直面する休暇の選択肢が大き

く異なってしまう。そこで，第1子が調査時点で

16歳以下（つまり1992年生まれ以降）の世帯を

分析対象とすることで直面する選択肢を等しく

する3）。その結果，分析に使用するサンプル数は

482になった。

本データは，首都圏の核家族という限られた

データであるが，地域性および家族類型をコン

トロールした上で，一定のサンプルを確保でき

ているとも言える。さらに第1子出産時の休暇の

取得の有無，休暇の日数，休暇の形態など細か

い情報が得られており，本稿の分析目的を遂行

するうえで有用なデータである。

IV 変数と推定方法

1 被説明変数

調査時点の子ども数を用いる。ただし，子ど

もが4人以上の世帯が約1％しかいないため，3人

の世帯と合わせて「3人以上」とする。分析対象

は子どもがいる世帯であるため，被説明変数は3

値（1，2，3）となる。

2 説明変数

夫の休暇取得変数には，①休暇の取得の有無，

②休暇の日数，③休暇の形態，の3種類を用いる。

質問票では夫に対し，第1子の誕生から1歳まで

の間に，出産・育児，看護のために仕事を休ん

だことがあるかどうか質問している。「休んだ」

を選択した回答者は，その日数と形態について

さらに選択している。そこで，①については休

みを取得した場合を1とし，取得しなかった場合

を0とする。②については，休暇取得日数の選択

肢は「3日以内」，「1週間以内」，「2週間以内」，

「1ヶ月以内」，「2ヶ月以内」，「3ヶ月以内」，「6ヶ

月以内」，「1年以内」となっている。分析対象で

は，「1週間以内」より長い日数を選択している

回答者は1割に満たないため，日数は「3日以内」

とそれ以上を「4日～1年」として統合する。日

数の長さの影響をみるために，「3日以内」をベー

スとして「4日～1年」と比較するほか，休みを

取得しなかったケースとも比較する4）。③につい

ては，5つの休暇形態について，あてはまるもの

すべてを選択する質問になっている。具体的に

は「有給，病気（有給），夏期（有給）」，「出産

（有給）」，「育児（有給）」，「欠勤・育児（無給）」，

「自営などで自分で調整」である5）。各形態につ

いて休みを取得した場合を1とした。休みを取得

した回答者で，上記のうち1つだけを選択したの

が約9割，2つ選択したのが約1割であった。

その他，子どもの期待コストにかかわる変数

として夫の年収，妻の最終学歴，夫婦の母親の

近居（近居している＝1，それ以外＝0）を用い

る。夫の年収は，家計の予算制約の変数であり，
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符号は正が予想される。妻の最終学歴は，出産・

育児の機会費用であり，出産後の就業を考えて

いる場合は負に影響するが，就業を考えていな

い場合は影響しないと考えられる。夫婦の母親

の近居は，夫婦のいずれかの母親が近居してい

る場合に1としている。妻の機会費用，負担の軽

減効果を持ち，正の符号が予想される。

また，コントロール変数として，結婚後経過

年数と妻の第1子出産時年齢を用いる。一般に結

婚後経過年数が長いほど子どもが多いことをコ

ントロールするための変数であり，符号は正が

予想される。また，第1子出産時年齢が高いほど，

子ども数は減少すると考えられる。

3 推定方法

本稿では，第1子出産後の妻の就業の有無でサ

ンプルを分けて推定を行う。これは分析の枠組

みで述べたように，出産後に就業を考えている

ケースとそうでないケースで，夫の休暇取得の

効果が異なるかを検証するためである。本デー

タでは，第1子出産時点の妻の就業に関する考え

方はわからないが，その後の就業の有無にその

考えが顕示されているものと想定している6）。

以下では，妻が就業した世帯を妻就業世帯，

就業しなかった世帯を専業主婦世帯と呼び分け

る。ただし，夫の休暇取得によって第1子出産後

の就業に差があった場合，サンプルを分けた推

定には偏りが生じる。そこで，夫の休暇取得と

妻の就業について独立性の検定を行ったところ

χ2（1）＝0.1911（p＝0.662）となり，夫の休暇取

得による妻の就業の有無に違いはないことが確

認された。

また，本稿で用いる被説明変数は3値データで

あり，推定には順序プロビットモデルを用いる

こととする。

V 推定

1 推定結果

推定に用いる基本統計量は表1のとおりである。

夫の休暇取得率は44.8％であり，それは「3日以

内」の26.6％，「4日～1年」の18.3％で構成され

ていることがわかる。休暇の形態は「有給，病

気（有給），夏期（有給）」が31.1％と最も多く，

次いで「出産（有給）」が7.9％となっている。

「育児（有給）」は1.5％であり，直近の政府統計

が示す男性の育児休業取得率1.23％（『平成20年

度雇用均等基本調査』（厚生労働省）より）と近

い数値であるが，本稿のデータは第1子出産時の

数値で，同調査よりも過去の時点のものである。

同調査で全国平均が平成8年から平成17年まで

0.12～0.56％であったのに比べると，本稿のデー

タは高めの数値となっているが，極端に大きく

ずれているわけではないことが確認できた。

最初に休暇取得の有無の影響を推定した表2の

結果を見る。休暇取得の有無はいずれのサンプ
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注） N＝482

表1 基本統計量

平均 標準偏差 最小 最大

子ども数

1人 0.336 0.473 0 1

2人 0.544 0.499 0 1

3人以上 0.120 0.326 0 1

夫の第1子出産後の休暇取得 0.448 0.498 0 1

夫の第1子出産後の休暇日数

3日以内 0.266 0.442 0 1

4日～1年 0.183 0.387 0 1

休まなかった 0.552 0.498 0 1

夫の第1子出産後の休暇形態

有給，病気（有給），夏期（有給） 0.311 0.463 0 1

出産（有給） 0.079 0.270 0 1

育児（有給） 0.015 0.120 0 1

欠勤，育児（無給） 0.041 0.200 0 1

自営などで自分で調整 0.041 0.200 0 1

夫の年収

500万未満 0.266 0.442 0 1

500-700万 0.259 0.439 0 1

700-1,000万 0.288 0.453 0 1

1,000万以上 0.160 0.367 0 1

不詳 0.027 0.162 0 1

妻の最終学歴

高校以下 0.270 0.444 0 1

短大・高専・専門学校 0.465 0.499 0 1

大学・大学院 0.266 0.442 0 1

夫婦の母親の近居 0.369 0.483 0 1

結婚後経過年数 12.0 4.6 1 24

妻の第1子出産時年齢 30.8 4.0 21 43

妻の第1子出産後就業 0.286 0.453 0 1



ルでも有意になっていない。この結果は，夫が

第1子出産後に休暇を取得しても，その後の子ど

も数には違いが生じていないことを示している。

そのほかの変数を見ると，いずれのサンプルで

も有意な変数は，結婚後経過年数，妻の第1子出

産時年齢である。結婚後の経過年数は2乗項が負

であり，子ども数は結婚後経過年数について逓

減的であることがわかる。また，妻の第1子出産

年齢が高いほど，子ども数が少なくなることも

確認された。そのほかについては，妻就業世帯

で，夫の年収が1,000万以上で負の効果を持ち，

妻の最終学歴が大学・大学院で正の効果を持っ

ていることがわかる。夫の年収については，

Becker（1960）の質・量モデルで考えれば，子

ども数の抑制に働いたと考えられる。一方，妻

の高学歴が子ども数の多さと関係していること

については，予測と逆であり解釈は難しいが，

いくつかの先行研究でも同様の結果が得られて

おり，今後の検討課題である7）。

さて，表2の推定結果が示すように，夫の出産・

育児のための休暇取得は子ども数に影響すると

は言えないのだろうか。そこで，休暇日数の違

いの影響を推定した結果を表3に示した。全サン

プルでは有意にはなっていないが，妻就業世帯

で「4日～1年」の係数が5％水準で正で有意になっ

ている。すなわち，「3日以内」に比べて，それ
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注） 有意水準，***：p＜0.001，**：p＜0.01，*：p＜0.05，†：p＜0.1

（ ）内は標準誤差。

表2 推定結果（休暇取得の有無）

全サンプル 妻就業 専業主婦

夫の第1子出産後の休暇取得 0.068 0.276 -0.038

（0.115） （0.233） （0.136）

夫の年収（ベース：500万未満）

500-700万 0.129 0.164 0.094

（0.158） （0.295） （0.194）

700-1,000万 0.167 -0.042 0.160

（0.159） （0.301） （0.197）

1,000万以上 -0.094 -0.788 † 0.029

（0.189） （0.444） （0.222）

不詳 0.339 0.238 0.515

（0.345） （0.544） （0.448）

妻の最終学歴（ベース：高校以下）

短大・高専・専門学校 0.064 0.268 0.026

（0.138） （0.293） （0.160）

大学・大学院 0.087 0.723 * -0.158

（0.160） （0.358） （0.188）

夫婦の母親の近居 0.121 0.150 0.054

（0.115） （0.231） （0.137）

結婚後経過年数 0.216 *** 0.314 * 0.179 *

（0.060） （0.125） （0.070）

結婚後経過年数2乗 -0.008 ** -0.011 * -0.007 *

（0.002） （0.005） （0.003）

妻の第1子出産時年齢 -0.144 *** -0.159 *** -0.150 ***

（0.017） （0.037） （0.020）

妻の第1子出産後就業 -0.130

（0.128）

閾値1 -3.457 -2.749 -4.080

閾値2 -1.540 -1.052 -2.038

擬似決定係数 0.165 0.199 0.163

対数尤度 -383.5 -107.4 -268.0

サンプル数 482 138 344



以上の日数である「4日～1年」の場合，子ども

数が多くなっていることになる。また，「休まな

かった」は有意ではなく，短い日数の休暇取得

は出生に対して効果的ではないこともわかる。

専業主婦世帯においてはいずれのカテゴリーも

有意になっておらず，効果があるとはいえない

という結果になっている。そのほかの変数につ

いては，表2の結果と一致している。

表3の推定では，どのような形態で取得した休

暇の影響なのかはわからなかった。そこで最後

に，休暇の形態の影響を推定した結果を表4に示

す。全サンプルでは，「出産（有給）」が10％水

準ではあるが正で有意となっている。妻就業世

帯で有意になった休暇形態はない。専業主婦世

帯では，「出産（有給）」が5％水準で正で有意に

なっている8）。すなわち，専業主婦世帯では休暇

日数の長さではなく，休暇形態の影響を受けて

いることがわかった。そのほかの変数について

は，これまでとほぼ同じ推定結果となっている。

以上から，出生に対する影響について，妻就

Vol.46 No.4季刊・社会保障研究408

注） 有意水準，***：p＜0.001，**：p＜0.01，*：p＜0.05，†：p＜0.1

（ ）内は標準誤差。

表3 推定結果（休暇日数）

全サンプル 妻就業 専業主婦

夫の第1子出産後の休暇日数（ベース：3日以内）

4日～1年 0.188 0.777 * -0.137

（0.169） （0.328） （0.207）

休まなかった 0.007 0.122 -0.012

（0.134） （0.290） （0.155）

夫の年収（ベース：500万未満）

500-700万 0.125 0.099 0.092

（0.158） （0.299） （0.194）

700-1,000万 0.166 0.058 0.163

（0.159） （0.305） （0.197）

1,000万以上 -0.104 -0.841 † 0.035

（0.190） （0.446） （0.222）

不詳 0.341 0.054 0.493

（0.345） （0.553） （0.449）

妻の最終学歴（ベース：高校以下）

短大・高専・専門学校 0.063 0.241 0.026

（0.138） （0.294） （0.160）

大学・大学院 0.076 0.630 † -0.152

（0.161） （0.362） （0.188）

夫婦の母親の近居 0.128 0.139 0.045

（0.115） （0.233） （0.137）

結婚後経過年数 0.217 *** 0.317 * 0.178 *

（0.060） （0.125） （0.070）

結婚後経過年数2乗 -0.008 ** -0.011 * -0.007 *

（0.002） （0.005） （0.003）

妻の第1子出産時年齢 -0.144 *** -0.159 *** -0.151 ***

（0.017） （0.037） （0.020）

妻の第1子出産後就業 -0.141

（0.129）

閾値1 -3.438 -2.687 -4.127

閾値2 -1.517 -0.916 -2.082

擬似決定係数 0.166 0.220 0.164

対数尤度 -382.9 -104.6 -267.8

サンプル数 482 138 344



業世帯では休暇日数の長さが要因であり，妻専

業主婦世帯では，休暇形態が要因であることが

わかった。前者は実質的コスト，後者は負担感

の影響が出ていると考えられる。つまり，休暇

日数が長いほど，今後もそれだけの育児をする

シグナルであり，妻就業世帯においては妻の機

会費用はより減少することになる。一方，妻専

業主婦世帯では，分析の枠組みで述べたように，

そうした効果はないと考えられ，実際のデータ

からもそれが確かめられた。ただし，今回のデー

タでは，専業主婦世帯で，有給の出産休暇を取

得したことの出生に対する正の効果が確認され
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注） 有意水準，***：p＜0.001，**：p＜0.01，*：p＜0.05，†：p＜0.1

（ ）内は標準誤差。

表4 推定結果（休暇形態）

全サンプル 妻就業 専業主婦

夫の第1子出産後の休暇形態

有給，病気（有給），夏期（有給） 0.004 0.372 -0.153

（0.125） （0.273） （0.145）

出産（有給） 0.346 † -0.209 0.570 *

（0.209） （0.446） （0.244）

育児（有給） -0.419 0.069 -0.521

（0.480） （0.714） （0.642）

欠勤，育児（無給） 0.338 0.239 0.453

（0.277） （0.405） （0.393）

自営などで自分で調整 -0.081 0.218 -0.258

（0.293） （0.446） （0.406）

夫の年収（ベース：500万未満）

500-700万 0.115 0.161 0.076

（0.161） （0.300） （0.199）

700-1,000万 0.136 -0.001 0.110

（0.164） （0.317） （0.203）

1,000万以上 -0.099 -0.755 † 0.023

（0.192） （0.453） （0.226）

不詳 0.275 0.156 0.400

（0.348） （0.554） （0.453）

妻の最終学歴（ベース：高校以下）

短大・高専・専門学校 0.066 0.292 0.005

（0.138） （0.296） （0.161）

大学・大学院 0.100 0.749 * -0.145

（0.161） （0.361） （0.190）

夫婦の母親の近居 0.122 0.122 0.058

（0.116） （0.235） （0.138）

結婚後経過年数 0.225 *** 0.288 * 0.192 **

（0.061） （0.127） （0.071）

結婚後経過年数2乗 -0.008 ** -0.010 * -0.007 *

（0.002） （0.005） （0.003）

妻の第1子出産時年齢 -0.144 *** -0.166 *** -0.151 ***

（0.017） （0.038） （0.021）

妻の第1子出産後就業 -0.135

（0.129）

閾値1 -3.395 -3.121 -4.031

閾値2 -1.466 -1.403 -1.952

擬似決定係数 0.170 0.203 0.177

対数尤度 -381.2 -106.9 -263.6

サンプル数 482 138 344



た。そうした休暇を取る夫の姿勢，また取れる

職場環境にあることは，妻の負担感を軽減する

効果があり，妻専業主婦世帯で影響力を持った

と考えられる。もちろん，こうした効果は妻就

業世帯で観察される可能性もあったが，実質的

なコストが重視されるため，形態の効果は出に

くかったと考えられる。

2 限界効果

順序プロビットモデルの推定係数はそのまま

解釈することはできないため，効果の大きさが

わかりにくい。そこで，表3，4の妻就業世帯と

専業主婦世帯の推定結果から，その限界効果を

それぞれ表5，6に示した。ここでは，有意であっ

た休暇に関する変数（網掛けした部分）につい
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表5 休暇日数の限界効果

妻就業 専業主婦

１人 2人 3人以上 １人 2人 3人以上

夫の第1子出産後の休暇日数（ベース：3日以内）

4日～1年 -0.284 0.168 0.117 0.046 -0.027 -0.019

休まなかった -0.048 0.035 0.013 0.004 -0.002 -0.002

夫の年収（ベース：500万未満）

500-700万 -0.039 0.028 0.011 -0.030 0.016 0.014

700-1,000万 -0.023 0.016 0.006 -0.052 0.027 0.025

1,000万以上 0.320 -0.268 -0.052 -0.011 0.006 0.005

不詳 -0.021 0.015 0.006 -0.134 0.035 0.099

妻の最終学歴（ベース：高校以下）

短大・高専・専門学校 -0.095 0.069 0.026 -0.009 0.005 0.004

大学・大学院 -0.240 0.159 0.081 0.051 -0.029 -0.021

夫婦の母親の近居 -0.055 0.039 0.015 -0.015 0.008 0.007

結婚後経過年数 -0.125 0.092 0.034 -0.058 0.031 0.026

結婚後経過年数2乗 0.004 -0.003 -0.001 0.002 -0.001 -0.001

妻の第1子出産時年齢 0.063 -0.046 -0.017 0.049 -0.027 -0.022

表6 休暇形態の限界効果

妻就業 専業主婦

１人 2人 3人以上 １人 2人 3人以上

夫の第1子出産後の休暇形態

有給，病気（有給），夏期（有給） -0.144 0.095 0.049 0.050 -0.029 -0.021

出産（有給） 0.083 -0.062 -0.021 -0.153 0.041 0.112

育児（有給） -0.027 0.019 0.008 0.191 -0.140 -0.051

欠勤，育児（無給） -0.092 0.060 0.032 -0.125 0.038 0.086

自営などで自分で調整 -0.084 0.056 0.029 0.089 -0.058 -0.031

夫の年収（ベース：500万未満）

500-700万 -0.063 0.043 0.020 -0.024 0.013 0.011

700-1,000万 0.000 0.000 0.000 -0.035 0.019 0.016

1,000万以上 0.290 -0.236 -0.054 -0.007 0.004 0.003

不詳 -0.061 0.041 0.020 -0.112 0.038 0.074

妻の最終学歴（ベース：高校以下）

短大・高専・専門学校 -0.115 0.080 0.035 -0.002 0.001 0.001

大学・大学院 -0.282 0.175 0.107 0.048 -0.028 -0.020

夫婦の母親の近居 -0.048 0.034 0.014 -0.019 0.010 0.008

結婚後経過年数 -0.114 0.081 0.033 -0.062 0.035 0.028

結婚後経過年数2乗 0.004 -0.003 -0.001 0.002 -0.001 -0.001

妻の第1子出産時年齢 0.066 -0.047 -0.019 0.049 -0.027 -0.022



て述べる。

妻就業世帯においては，休暇日数が有意となっ

ていたが，表5を見ると，休暇日数が長い場合

（4日～1年），短い場合（3日以内）に比べて，子

ども数が1人にとどまる確率は28.4％低くなるこ

とが示されている。また，子ども数が2人になる

確率は16.8％高まり，3人以上になる確率は11.7

％高くなることがわかる。

一方，専業主婦世帯においては，休暇の形態

として「出産（有給）」が有意になっていた。有

給の出産休暇をとった場合の出生力に与える影

響を表6で見ると，1人にとどまる確率は15.3％

低くなり，2人になる確率は4.1％高まり，3人以

上になる確率は11.2％高くなることが明らかに

なった。

これらの数値を見ると，妻の第1子出産時年齢

が数歳上昇した場合の2人，3人以上の確率減少

を十分に相殺するだけの効果があることもわか

る。今後ともわが国では晩婚化，晩産化が進む

と考えられるため，より多くの休暇取得や，出

産休暇取得を促進することが少子化対策として

重要であると考えられる。

VI おわりに

本稿では，夫の出産・育児サポートとして，

第1子出産に関する夫の休暇取得が出生力に与え

る影響について分析した。

その結果，夫の休暇取得が出生に対して正の

影響をもたらすことが明らかになった。具体的

には，妻が第1子出産後も就業した世帯では，休

暇の日数が重要であり，休暇日数が多いほうが，

出生に正に影響することが確認された。それに

対して，休暇の形態間で差はなかった。したがっ

て政策的には，より多くの休暇日数取得の促進

が有効と考えられる。

また，妻が第1子出産後に家事・育児に専念し

た世帯では，休暇の日数による出生への影響の

差はなかったが，休暇形態が影響することがわ

かった。具体的には，有給の出産休暇の取得が

出生力に対してプラスに影響することが観察さ

れた。出産休暇は国内で統一的な制度として法

制化されているわけではなく，各企業で個別に

用意されている制度である。図2で見たように，

配偶者出産休暇制度を導入している事業所の割

合は緩やかに増加しているが，100人未満の事業

所では未だ半数に満たない。本稿の分析によれ

ば，こうした制度の広がりが出生を促進する可

能性があり，政策的に支援することも有効と考

えられる。

なお，以上の知見は，核家族および首都圏に

限ったデータで得られた結果であり，若干の留

保は必要であるが，一考の価値はあると考える。

したがって，今後の課題は，多様な家族類型を

含んだ全国規模での調査によって，本稿の知見

を確認することであろう。

（平成22年1月投稿受理）

（平成22年9月採用決定）
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注

1） 例えば樋口（1994），駿河・西本（2002），駿

河・張（2003），滋野・松浦（2003），坂爪・川

口（2007）がある。ほとんどの研究で出生を促

進する効果があることが確認されている。

2） 調査範囲は東京都のほか，神奈川県，埼玉県，

千葉県の一部も入っており，対象は層化二段階

無作為抽出法で抽出している。調査方法は訪問

留置法であり，回答者各自が質問票を入れた袋

に封をした上で回収している。回収世帯は

1,021世帯であり，回収率は26.3％であった。

そのうち，1世帯が核家族の定義にあてはまら

ないと判断されたため，有効回答は妻票1,020，

夫票885，子ども票466となった。

回収率の低さから，世帯属性の偏りの可能性

Spring'11 夫の出産・育児に関する休暇取得が出生に与える影響 411



があるが，家計経済研究所（2009）によれば，

夫妻の学歴を2000年「国勢調査」の埼玉・千葉・

東京・神奈川計と比べたところ，おおむね似た

分布となっていることがわかっている。また夫

妻の就業状態についても2007年「就業構造基本

調査」の埼玉・千葉・東京・神奈川計と比べた

結果，大きな違いはないことがわかった。

3） もちろん，第1子出産の時点で，育児休業が

努力目標であった小規模事業所に勤めていた場

合や，出産休暇が就業規則にない企業に勤めて

いたケースもあり，厳密には同じ選択肢に直面

しているわけではない。データの制約上，第1

子出産時の夫の仕事の状況は不明で，そうした

点をコントロールできていないのが本稿の限界

であり，今後の課題である。

4） 休暇の日数については，連続して取得したか

どうかは質問票では区別していない。

5） 実際の質問票の表記は「有給休暇，病気休暇

（給与または給付あり），夏期休暇（給与または

給付あり）などをとった」，「出産休暇（給与ま

たは給付あり）をとった」，「育児休暇（給与ま

たは給付あり）をとった」，「欠勤または育児休

暇（無給）などで休んだ」，「自由業・自営業の

ため，自分で仕事日を調整した」となっている

が，ここでは略称を用いる。「その他」も選択

肢にあったが，ここでは分析に用いないことと

する。

6） ここでは，妻の第1子出産前の就業の有無や

休業取得の有無を問わず，第1子出産後の就業

の有無のみでサンプルを分けている。したがっ

て，妻就業世帯には，出産前の仕事を辞めずに

続けた妻や育児休業を取得した妻，別の仕事に

移った妻などが混在している。妻就業世帯にお

いては，こうした出産前の状態によって夫の休

暇取得の影響に違いがある可能性がある。そう

した点を明らかにするためにはさらなるサンプ

ル分けが考えられるが，本稿ではサンプル数が

それほど多くなく，不安定な結果になるため行っ

ていない。念のため，第1子出産前の就業状態

ダミー（正社員，パートタイム，無業）を説明

変数に加えた推定を行ったが，就業変数の影響

はなく休暇変数の効果にもほとんど変化がなかっ

た。したがって，この点については推定上，考

慮する必要性は低いと考えられ，ここでのサン

プル分けも妥当であると考えられる。また，第

1子出産後に就業した妻のうち，約9割が調査回

答時点でも就業している。

7） 例えば， DelBoca（2002）， 吉田・水落

（2005）でも，こうした女性の高学歴の影響が

観察されており，DelBocaの指摘するように

恒常所得の高さが出産促進的に働いたとも考え

られる。

8） 休暇形態を個別に用いた推定も行ったが，有

意水準，係数の大きさにほとんど変化はなかっ

た。
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